小松市告示第577号
町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）交付要綱をここに公表する。
　令和　年　月　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松市長　宮橋　勝栄　
　　町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）交付要綱
（補助金の交付）
第１条　この要綱は，地域の生活基盤である生活道路や生活排水路のほか公民館，集会所などのコミュニティ施設の駐車場（以下「コミュニティ施設駐車場」という。）において，利用者である住民自らが整備に関わる活動に対して町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関し，小松市補助金交付規則（昭和45年小松市規則第19号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第２条　この要綱は，利用者である住民による生活道路や生活排水路の建設のほかコミュニティ施設駐車場の整備を支援することにより，地域の生活環境の改善及び共創によるまちづくりを推進することを目的とする。
(交付対象団体)
第３条　補助金の交付を受けることができる団体は，本市の町内会（以下「町内会」という。）とする。 
（対象事業）
第４条　補助金を受けることができる事業は，次に掲げる施設（以下「施設」という。）の整備又は修繕・補修（以下｢整備等｣という。）のための事業であって、市長が認めるものとする。
1  生活道路（安全施設，防犯施設及び消雪施設を含む。）
2  生活排水路及び関連施設（安全施設及び排水施設を含む。）
3  コミュニティ施設駐車場（防犯施設及び消雪施設を含む。）
２　前項の規定にかかわらず，次のいずれかに該当するものは，補助金を受けることができない。
2 　主に農業用に使用する施設の整備等であること。
　⑵　施設の整備等の労務が利用者である住民の無償提供でないこと。
3 施設の整備等に関し他の公的補助を受けていること。
(補助対象経費)
第５条　補助金の対象となる経費は，第４条に規定する施設の整備等に要する経費であって次に掲げるものとする。
　⑴　原材料費
　⑵　機材費
　⑶　その他市長が必要と認めるもの
（補助金の額等）
第６条　補助金は，予算の範囲内において定額で交付し，１事業につき限度額を25万円（１千円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた額）とする。ただし，市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
（交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする町内会は，町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）交付申請書兼実績報告書兼請求書（様式第１号）に，次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
1  支払証明書類（領収書等）　　　　　　
2  作業実績報告書（様式第２号）
3  作業写真及び作業位置図等
２　防犯カメラを設置する場合は,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
　⑴　防犯カメラの設置が町内会等の住民の総意であることが確認できる書類
　⑵　住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民等の同意書
　⑶　防犯カメラ及び表示板の設置場所を示した地図及び写真
　⑷　防犯カメラの撮影範囲を示した地図及び写真
　⑸　購入した防犯カメラの仕様を示した書類（カタログ等）
　⑹　防犯カメラの管理に係る責任者の氏名等が確認できる書類
⑺　防犯カメラの撮影範囲が確認できる画像を印刷したもの
（交付決定等）
第８条　市長は，前条の提出があったときは，速やかに補助金を交付すべきかを決定するとともに，補助金の給付を決定したときは，当該補助金の補助額を確定させ，指定された口座等への振込等により補助金を交付するものとする。この場合において補助金の支給の決定にかかる通知については，その補助金の交付をもってこれに代えるものとする。
２　市長は，前条の提出に対し補助金の交付をしない決定をしたときは，当該申請者にその旨の通知を行うものとする。
（補助金の返還）
第９条　市長は,補助金の交付を受けた町内会が,虚偽の申請又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,前条第１項の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。
（維持管理等）
第10条　補助金の交付を受けた町内会は，当該補助を受けた施設の維持管理を自らの責任
において実施しなければならない。　
２　補助金の交付を受けた町内会は，当該補助金を受けた事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間は，当該補助を受けた施設を廃止してはならない。
　
（委任）
第11条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。
附　則
この告示は，平成28年４月１日から施行する。
附　則
この告示は，平成30年４月１日から施行する。
附　則
　　この告示は，平成30年５月１日から施行する。
附　則
　　この告示は，平成31年４月１日から施行する。
附　則
　　この告示は，令和４年５月１日から施行する。
ただし,令和４年７月１日までは改正前の交付要綱とする。
様式第１号（第７条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
（あて先）小松市長
（申請者）住　所
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氏　名　会長
連絡先
町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）
交付申請書兼実績報告書兼請求書
　町内会施設整備補助金（セルフビルド方式）交付要綱第７条の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添えて申請し，補助金額が確定したときは，その支払いを請求します。
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※ 申請者名義の口座を記入してください。
※ 口座番号，口座名義等は，金融機関に確認のうえ，記入してください。
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